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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
２Ｄデータあるいは３Ｄデータを用いて知識を管理する知識の管理装置であって、
以下にて記述される２Ｄデータとは２次元座標系にデジタルデータを作成編集記録するソ
フトウエアで作成された２次元のデジタルデータ、あるいは３次元のデジタルデータの表
示画面のスナップショットや印刷用の表示データを示し、
以下にて記述される３Ｄデータとは人により作成編集された３次元データ、計測機を用い
て測定された３次元データや測定された２次元データを３次元化した３次元データを示し
、
以下にて記述される知識とは人が気づいたこと、知っていること、聞いたこと、見たこと
、知ったこと、理解したこと、判断したこと、考えたことであり、その知識の記述表現と
しては文章や定型の入力フォーマットに記述された文字、数字と音や映像のファイル、表
やグラフや図のファイルや関係する２Ｄデータあるいは３Ｄデータとしてデジタルに表現
されたものを示し、
以下にて特徴点とは、２Ｄデータあるいは３Ｄデータの座標系内において知識を説明する
為に人が指定した点の座標を特徴点と呼ぶものとし、
同一座標系内の少なくとも1つ以上の２Ｄデータあるいは３Ｄデータに関する知識を記述
する為の特徴点を前記２Ｄデータあるいは前記３Ｄデータの座標空間の中に記述する特徴
点記述手段と、
特徴点へ知識を記述する知識記述手段と、
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前記特徴点に固有の特徴点管理番号を付与することで、知識と２Ｄデータあるいは３Ｄデ
ータとを関係付けて記憶する知識記憶手段と、
を備え、
以下特徴点を記述する対象となる２Ｄデータあるいは３Ｄデータを特徴点記述対象データ
と呼び、
１つの特徴点記述対象データに特徴点または特徴点と知識を記述する際に、前記特徴点や
知識の参照先として別の特徴点記述対象データに新たに特徴点または特徴点と知識を記述
すること、あるいは別の特徴点記述対象データに既に作成された特徴点または特徴点に記
述された知識を選択することで、記述しようとする知識の参照データとしての参照関係を
付与する参照特徴点記述手段と、
参照関係と参照データを記憶する参照知識記憶手段と、
を具備することを特徴とする知識管理装置。
【請求項２】
請求項１の知識管理装置であって、
１つ以上の２Ｄデータに記述された２つ以上の１次の特徴点をグループ化し、さらに上位
である２次の次数の特徴点を記述する、更に２つ以上の任意の次数の特徴点をグループ化
し、さらに上位の次数の特徴点（1次の特徴点と区別し、以下では上位の特徴点と呼ぶ）
を記述する上位の特徴点記述手段と、
前記上位の特徴点に知識を記述する知識記述手段と、
２Ｄデータに記述された上位の各特徴点に固有の特徴点管理番号を付与し、各特徴点に記
述された１つ以上の知識のそれぞれに固有の知識管理番号を付与することで、知識を特徴
点管理番号と知識管理番号を介して２Ｄデータと関係付けて記憶する知識記憶手段と、
を更に具備することを特徴とする知識管理装置。
【請求項３】
請求項１又は２の知識管理装置であって、
異なる座標系で作成された少なくとも２つ以上の特徴点記述対象データを共通の座標系に
変換し特徴点を記述する座標変換特徴点記述手段と
を更に具備することを特徴とする知識管理装置。
【請求項４】
請求項１ないし３のいずれかの知識管理装置であって、
蓄積された知識を利用するための特徴点記述対象データと知識とを特徴点管理番号を介し
て保存し、知識を流用する知識流用記憶手段と
を更に具備することを特徴とする知識管理装置。
【請求項５】
請求項１ないし４のいずれかの知識管理装置であって、
知識の分類名の知識分類付与手段をもち、
知識分類管理手段の中から言葉を選択することで知識記述する知識登録手段をもち、
知識分類や知識として記述された内容から関係する特徴点記述対象データを検索表示する
知識検索手段と
を更に具備することを特徴とする知識管理装置。
【請求項６】
請求項１ないし５のいずれかの知識管理装置であって、
特徴点の座標を用いた空間定義を行うことで、特徴点記述対象データの一部や知識の一部
だけを他者に開示する開示制御手段を有する知識開示制限手段と
を更に具備することを特徴とする知識管理装置。
【請求項７】
請求項１記載の知識管理装置に用いる端末機であって、
前記端末機が特徴点入力手段、知識入力手段を有し、
前記各手段により入力された情報が前記端末機から前記知識管理装置に送信され、前記送
信された情報に基づき前記知識管理装置が有する前記特徴点記述手段、前記知識記述手段
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、前記知識記憶手段、前記参照特徴点知識記述手段、前記参照知識記憶手段がそれぞれ処
理を行いその結果を前記知識管理装置が前記端末機に送信し、前記端末機が前記送信され
た結果を表示することを特徴とする知識管理装置の端末機。
【請求項８】
請求項１記載の知識管理装置のプログラムであって、
前記知識管理装置のコンピュータを前記特徴点記述手段、前記知識記述手段、前記知識記
憶手段、前記参照特徴点知識記述手段、前記参照知識記憶手段
として機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、人の知識をデジタル技術により作成された２Ｄデータまたは３Ｄデータを用い
て管理する知識管理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、重工業、プラント、造船、車両、電気、電子製品等を製造する製造業においては、
グローバルにて、品質確保、低コスト、開発及び生産のリードタイム短縮などの競争下に
ある。グローバルな製品開発、生産、サービス業務において企業あるいは企業グループ内
、企業間にて一層の品質確保と効率性が求められている。
【０００３】
また、近年、医療にとっては、患者のカルテの電子化により、病院内の医師間での診察結
果の共有や僻地医療において医療情報の共有など医療サービスの高度化が進められている
。
【０００４】
そして、技術面では、製造業においては、３次元計測器により実物をレーザ計測し、計測
されたデータを３Ｄデータ表示することや、医療現場では放射線などを利用して物体を走
査しコンピュータを用いて処理することで、物体の内部画像を構成する技術であるCT（Ｃ
omputed Ｔomography：コンピュータ断層撮影）やMRI（Magnetic Resonance Imaging：磁
気共鳴画像法）などの医療機器による臓器形状測定技術なども実用化されている。
【０００５】
あるいは、映画、漫画、アニメーション、ゲーム、広告宣伝などではコンピュータその他
の電子機器等を利用したCG（コンピュータグラフィックス）による著作物も多い。
【０００６】
このように製造業、医療、映画、漫画、アニメーション、ゲーム、広告宣伝での２Ｄデー
タあるいは３Ｄデータの活用は従来の紙図面やフィルム、紙、写真などに置き変わるもの
であり、２Ｄデータあるいは３Ｄデータを用いて、ビジュアルに分かりやすく目的を伝達
する狙いがある。
【０００７】
具体的な３Ｄデータのメリットとして、例えば３次元計測器による実物の物の精度を設計
者が３DCADシステムで作成した３Ｄデータと３次元計測器の計測結果データによる３Ｄデ
ータとを用いてビジュアルに表現できる便利さがある。
【０００８】
また、MRIは外部から人体に傷をつけずに、内部に隠れた物の形状を３Ｄデータ化でき症
状を具体的に認識しやすいメリットがある。
【０００９】
このように製造業、医療、映画、漫画、アニメーション、ゲーム、広告宣伝などで２Ｄデ
ータあるいは３Ｄデータを用いることで、見えなかったものを分かりやすく、あたかも物
があるように表示させることにより、言葉による説明よりも、人と人のコミュニケーショ
ンを正確に迅速に行えることになっている。
【００１０】
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このことにより、外国人と言語が分からなくても理解が進むことや、専門家と専門家でな
い人との会話における理解も容易になっている。
【００１１】
しかしながら、これらの２Ｄデータあるいは３Ｄデータの活用はお互いの理解を文書や図
 やグラフや仮想的な物を表示することによって対象とすることや物の理解はしやすくな
っているが、理解したことの背景や考え方などの概念的な内容は 別な手段である紙や音
声やデジタルによるファイルなどに記録されている。
【００１２】
例えば、３Ｄデータを見て考えることは人が行い、その考えた結果は、製造業では別な技
術資料に書かれ、医療ではカルテに記載され、３Ｄデータと結果は別々に保管されること
が多い。
【００１３】
映画、漫画、アニメーション、ゲーム、広告宣伝などでも、その制作段階では２Ｄデータ
あるいは３Ｄデータとその物語とは別々に記録されることが多い。
【００１４】
しかしながら、製造業、医療、映画、漫画、アニメ―ション、ゲーム、広告宣伝に用いる
２Ｄデータあるいは３Ｄデータと関係する技術資料、カルテや物語はその作成途中におい
てはその測定段階、制作段階での２Ｄデータあるいは３Ｄデータと技術資料、カルテや物
語は関連性があり、測定段階、制作段階で２Ｄデータあるいは３Ｄデータが変更となれば
、技術資料、カルテや物語も追随して変更となるものである。
【００１５】
製造業では設計途中の仮の設計図である３Ｄデータをサプライヤに渡して、製造可否の検
討を行う場合には、設計が変化する毎に製造可否の検討とその検討結果資料は手書きや書
類作成ソフトなどで作成される。
【００１６】
医療では、過去の病状と現在の病状変化はMRIの３Ｄデータを比較して判断を行い、その
結果、カルテも病状に合わせて記述される。
【００１７】
映画、漫画、アニメーション、ゲーム、広告宣伝においても、制作段階での２Ｄデータあ
るいは３Ｄデータはその後の物語の修正により、２Ｄデータあるいは３Ｄデータが変更と
なると共に、吹き込まれる音声も変更となる。
【００１８】
以上のように２Ｄデータあるいは３Ｄデータによる設計、測定、制作工程において、人が
考えたこと、診断したこと、想像したことを前記２Ｄデータあるいは３Ｄデータと関連づ
けして逐次記録することができれば、より業務が効率的になると考えられる。また、この
ように蓄積された知識は教育学習の教材としても活用できるものとなる。
【００１９】
製造業では、３Ｄデータから2次元の図面を作成し、サプライヤなどに配布する方式は手
間がかかり、設計者の負担ともなっていて、これらの改善が必要である。
【００２０】
近年３Dプリンターが普及しつつあり、３Ｄデータから直接、ものを加工製造することが
おこなわれている。この方法においても、３Ｄデータの幾何情報を用いて、ものを製造す
るが、その幾何形状をどのような目的で設計したのか、どのような寸法公差で加工をする
のかなどの指示内容は従来通りの図面が必要となる。
【００２１】
せっかくスピーディな３Dプリンターであっても、エンジニアの仕事のスピードはアップ
させにくい 。
【００２２】
今後、３Dプリンターの活用が進むと３Ｄデータを作成中の意図、目的、加工指示、表面
処理、塗装指示など材料、材質をも含めたものづくりの知識から決定されたことを、その
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３Ｄデータ作成中に即座にその都度、蓄積する方法が求められることが予測される。
【００２３】
製造業においては３Ｄデータを管理するソフトウエアとしてPLM（ product lifecycle ma
nagement）呼ばれるものがある。
【００２４】
しかし、ＰＬＭは、部品の品番単位の属性保有が主であり、部品の形状の一部に関する品
質精度や部品の形状の一部に関する製造コストなどのものづくりの加工箇所単位のデータ
を取り扱うことができていない。
【００２５】
ナレッジシステムと呼ばれるソフトウエアも市場にはあるものの、このソフトウエアでの
管理単位はドキュメント単位（書類単位）のものが多く、そのドキュメントの表題名や作
成年月日、作成部署名、作成者名とタグと呼ばれるキーワードを複数入力させることによ
り、必要なドキュメントを検索し、ユーザに表示させるものである。しかし、ドキュメン
ト単位であるために、知識の関係性など必要な知識を迅速に知る事が出来ない問題がある
。また、知識単位に分類することもできず、体系的な理解は困難である。目的と手段、手
段を選択した理由などを知るには、多くのドキュメントを探して、読まないといけない。
また、そこに十分な記述があるのかわからない問題がある。
【００２６】
新製品開発やモデルチェンジ製品の３ＤＣＡＤモデルによるデザインレビューのチェック
リストは過去のトラブル集や設計、生産の要件書などのドキュメントからハンドで転記す
るなどによって作成される為、手間がかかり、正確さも十分でなく、チェックリストのメ
ンテナンスが継続的に行われない。その為に、製品開発段階でのデザインレビューの問題
指摘など人により技術判断がまちまちであり製品設計の手戻りも多い。
【００２７】
製品の技術的な比較は過去の図面や報告書などのドキュメントを調査することにより、必
要な都度行われるが、この比較を行う担当者は人事異動などで変更となることがあるため
に、技術的な比較項目が統一的でなく、かつ断片的であるために、技術比較と判断に差が
でやすい。また、進歩している技術を全て知り得ているわけではない。
【００２８】
製造業の知識のシステムとしては、実際の加工場面を動画で撮影するシステムもあるが、
視覚的な理解はできても、なぜその方法を採用したかなどの理由は音声やテキストにて補
足をおこなう必要があり手間のかかる方法で編集も容易でない問題がある。また、この方
法は製品の設計者の設計意図などの設計における知識を対象としていないために、蓄積で
きる知識は限定されている。
【００２９】
知識は製品開発段階に多くの設計者や生産側の経験者の過去の知識を活用、あるいは新た
に知見を得つつ組織的に知識を集合させることで増え、その知識にて設計図が作成されて
いる。この自然な組織活動の中で、知識を蓄積管理できる方法が必要であり、設計完了後
に記憶を遡って知識を整理するなどの方法では記憶依存での漏れや、製品開発チームが解
散するなどで、タイミングを逸した方法であるため定着化しないという問題がある。
【００３０】
医療においても、医師が診察した電子カルテは２次元であることが多い。例えば、MRIに
より３Ｄデータにより表現された臓器の状態から観察、判断されることはMRIの３Ｄデー
タとは別な２次元の診察結果である電子カルテに保存される。
【００３１】
この為に、電子カルテを読んだ医師は改めて、MRIのデータを表示し、その表示結果と電
子カルテを頭の中で付き合わせする必要がある。その判断プロセスは記述されないことが
多い。
【００３２】
患者も病院を転院することもあり、電子カルテは転院前の病院から開示されても、診察の
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ためにMRIにて改めて患部を計測されることが普通である。
【００３３】
患者の病気は変化する可能性もあるため、改めてMRIにより計測されることになるが、以
前の計測結果との比較ができず患者にとっても診断する医師にとっても過去の診察結果を
利用できない不便さがある。
【００３４】
医師も変更となるため、その新しい医師の経験を元に診断されることとなる。過去の多く
の事例や医師の診断結果などより効率的に共有できることが重要である。
【００３５】
以上のように、製造業や医療などの分野だけではなく、人々の活動の中で、組織間での人
材の異動や企業間での人材の流動化などにより、知識が人と共に移動することへの対策と
して、知識の蓄積技術は十分に実現されているとは言えない。
【００３６】
更に、人々が知り得た気づきや知識を元に、その対象となった製品の２Ｄデータあるいは
３Ｄデータや医療でのMRIなどによって得られた計測データによる２Ｄデータあるいは３
Ｄデータを探すことは容易ではない。多くの２Ｄデータあるいは３Ｄデータはそのファイ
ル名称やモデル名称などから見つける方法となり、ユーザの多様な検索ニーズに答えきれ
ていない。
【００３７】
なお、設計、生産業務などにおける知識を管理するシステムとしては、例えば特許文献１
、２、３、６に記載されたものが提案されている。特許文献４には連続的に情報をディス
プレー上のシートに記述する方法が提案されている。また、医療における知識を管理する
システムとしは特許文献５に記載されたものが提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００３８】
【特許文献１】特開２００４－１７８１７０号公報
【特許文献２】特開平７－９３０１３
【特許文献３】特許公開２０００－２５９６６４
【特許文献４】特許公開２００３－２２５２０９
【特許文献５】特許公開２００５－２５０８０７
【特許文献６】特許公開２０１３－９７７４３
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００３９】
しかしながら、特許文献１には設計製造データ管理システムに関し、設計データを所定の
形式で記述された入力データに変換する方式が開示されている。特にこの入力データを階
層構造にて表し得るタグ付き言語で記述された統合データに変換し格納管理するものであ
るが、この特許文献１では知識の格納形式が考慮されていない。
【００４０】
特許文献２には、人手がいらず、自動化が可能なＣＡＤ／ＣＡＭ装置に関して、製品図に
おける注記・記号データが条件を表していることを属性データとして定義して、この注記
・記号データと，製品図中の図形要素の図形データとを属性により関連付ける。続いて関
連付けられた図形データと注記・記号データとから加工条件または加工形状を自動的に定
義することが開示されている。この文献では、ＣＡＤとＣＡＭのデータ受け渡しに関する
注記の方法であり、広い知識を全般に蓄積することを対象としていない。
【００４１】
特許文献３には、あらかじめ任意に定めた属性である用途属性の組を有する製品の集合を
製品群とし、該製品群中の製品を、前記用途属性の値の組で表すことを特徴とする製造技
術情報管理データベース構成方法が示されているが、設計の意図と設計構造との関係や設



(7) JP 5895250 B2 2016.3.30

10

20

30

40

50

計構造と加工法選択の理由などの知識を蓄積するものではない。
【００４２】
特許文献４には、ディスプレイ上で入力された情報をディスプレイ上に反映させる制御・
演算装置とを備えたシステムにおいて、画面の所定方向に延在する無限長の帯状シートが
ディスプレイ上に表示され、表示された帯状シート上に、ペンにより仕切り線をあらわす
線分及びストロークデータを順次入力していく方法であるが、３Ｄデータを利用した方法
ではなく、ビジュアルな方法として十分ではない。
【００４３】
特許文献５には僻地を含む地域全体の医療及び福祉を総合的に支援するための地域医療・
福祉連携ネットワークシステムが提示されているが、電子カルテやMRI画像の送受信や音
声により遠隔地支援のための、医療画像表示手段、レポート作成・伝送手段及び読影支援
手段等を示しているが、MRIなどの撮影結果から得られる３Ｄデータに対して診断結果を
直接添付する３Ｄデータを活用した電子カルテの実現方法を示してはいない。
【００４４】
特許文献６ には３ＤＣＡＤモデルが置かれた座標系において特定の座標点を指定し、製
品設計から生産、サービス等の業務関係者が保有する知識を前記座標点に記述することで
３ＤＣＡＤモデル上に体系的に知識を蓄積し伝達・活用する装置が提示されているが、３
ＤＣＡＤモデル以外の３Ｄデータや２Ｄデータに対してビジュアルに知識を記述し、蓄積
する手段について示していない。
【００４５】
本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、人々が保有する知識を２Ｄデータあるい
は３Ｄデータと特徴点と呼ぶ知識記述手段を用いることで、ビジュアルに蓄積し伝達・活
用することで、仕事を効率化することにある。
【課題を解決するための手段】
【００４６】
本発明の第１の態様は２Ｄデータを用いて知識を管理する知識の管理装置であって、
以下にて記述される２Ｄデータとは本、文書、写真、動画、図、レイアウト図、設計図、
ポンチ絵、MRI、レントゲン、ＣＴなど２次元座標系にデジタルデータを作成編集記録す
るソフトウエアで作成された２次元のデジタルデータあるいは、３次元のデジタルデータ
の表示画面のスナップショットや印刷用の表示データを示し、
以下にて記述される知識とは人が気づいたこと、知っていること、聞いたこと、見たこと
、知ったこと、理解したこと、判断したこと、考えたことなどであり、その知識の記述表
現としては文章や定型の入力フォーマットに記述された文字、数字と音や映像のファイル
、表やグラフや図のファイルや関係する２Ｄデータなどデジタルに表現されたものを示し
、
以下にて特徴点とは、２Ｄデータの座標系内において知識を説明する為に人が指定した点
の座標を特徴点と呼ぶものとし、
同一座標系内の少なくとも1つ以上の２Ｄデータに関する知識を記述する為の特徴点を前
記２Ｄデータの表示する座標空間の中に記述する特徴点記述手段と、
特徴点へ知識を記述する知識記述手段と、
前記特徴点に固有の特徴点管理番号を付与することで、知識と２Ｄデータとを関係付けて
記憶する知識記憶手段と、
を具備することを特徴とする知識管理装置が提供される。
【００４７】
また、前記態様において、３Dデータを用いて知識を管理する知識の管理装置として、
以下にて記述される３ＤデータとはCAD（computer aided design）システムやCG（comput
er graphics）システムなどで人の創造により作成編集された３次元データ、レーザー、
超音波などの測定技術による３次元計測機を用いて測定された形があり既に存在するもの
の３次元データやCT、MRIなど医療機器で利用される測定技術により測定された２次元デ
ータを3次元データ化したものなど人が視覚的に認識しやすいように加工された３次元デ
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ータを示し、
以下にて記述される知識とは人が気づいたこと、知っていること、聞いたこと、見たこと
、知ったこと、理解したこと、判断したこと、考えたことなどであり、その知識の記述表
現としては文章や定型の入力フォーマットに記述された文字、数字と音や映像のファイル
、表やグラフや図のファイルや関係する３Ｄデータなどデジタルに表現されたものを示し
、
以下にて特徴点とは、３Ｄデータの座標系内において知識を説明する為に人が指定した点
の座標を特徴点と呼ぶものとし、
同一座標系内の少なくとも1つ以上の３Ｄデータに関する知識を記述する為の特徴点を前
記３Ｄデータの表示する座標空間の中に記述する特徴点記述手段と、
特徴点へ知識を記述する知識記述手段と、
前記特徴点に固有の特徴点管理番号を付与することで、知識と３Ｄデータとを関係付けて
記憶する知識記憶手段と、
を具備することを特徴とする知識管理装置が提供される。
【００４８】
本発明の第２の態様は第１の態様の知識管理装置であって、
１つ以上の２Ｄデータに記述された２つ以上の１次の特徴点をグループ化し、さらに上位
である２次の次数の特徴点を記述する、更に２つ以上の任意の次数の特徴点をグループ化
し、さらに上位の次数の特徴点（1次の特徴点と区別し、以下では上位の特徴点と呼ぶ）
を記述する上位の特徴点記述手段と、
前記上位の特徴点に知識を記述する知識記述手段と、
２Ｄデータに記述された上位の各特徴点に固有の特徴点管理番号を付与し、各特徴点に記
述された１つ以上の知識のそれぞれに固有の知識管理番号を付与することで、知識を特徴
点管理番号と知識管理番号を介して２Ｄデータと関係付けて記憶する知識記憶手段と、
を更に具備することを特徴とする知識管理装置が提供される。
【００４９】
本発明の第１の態様の知識管理装置において、
以下特徴点を記述する対象となる２Ｄデータあるいは３Ｄデータを特徴点記述対象データ
と呼び、
１つの特徴点記述対象データに特徴点または特徴点と知識を記述する際に、前記特徴点や
知識の参照先として別の特徴点記述対象データに新たに特徴点または特徴点と知識を記述
すること、あるいは別の特徴点記述対象データに既に作成された特徴点または特徴点に記
述された知識を選択することで、記述しようとする知識の参照データとしての参照関係を
付与する参照特徴点記述手段と、
参照関係と参照データを記憶する参照知識記憶手段と、
を更に具備することを特徴とする知識管理装置が提供される。
【００５０】
本発明の第３の態様は第１又は２の態様のいずれかの知識管理装置であって、
異なる座標系で作成された少なくとも２つ以上の特徴点記述対象データを共通の座標系に
変換し特徴点を記述する座標変換特徴点記述手段と
を更に具備することを特徴とする知識管理装置が提供される。
【００５１】
本発明の第４の態様は第１ないし３の態様のいずれかの知識管理装置であって、
蓄積された知識を利用するための特徴点記述対象データと知識とを特徴点管理番号を介し
て保存し、知識を流用する知識流用記憶手段と
を更に具備することを特徴とする知識管理装置が提供される。
【００５２】
本発明の第５の態様は第１ないし４の態様のいずれかの知識管理装置であって、
知識の分類名などの知識分類付与手段をもち、
知識分類管理手段の中から言葉を選択することで知識記述する知識登録手段をもち、
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知識分類や知識として記述された内容から関係する特徴点記述対象データを検索表示する
知識検索手段と
を更に具備することを特徴とする知識管理装置が提供される。
【００５３】
本発明の第６の態様は第１ないし５の態様のいずれかの知識管理装置であって、
特徴点の座標を用いた空間定義を行うことで、特徴点記述対象データの一部や知識の一部
だけを他者に開示する開示制御手段を有する知識開示制限手段と
を更に具備することを特徴とする知識管理装置が提供される。
【００５４】
本発明の第７の態様は第１の態様の知識管理装置に用いる端末機であって、
前記端末機が特徴点入力手段、知識入力手段を有し、
前記各手段により入力された情報が前記端末機から前記知識管理装置に送信され、前記送
信された情報に基づき前記知識管理装置が有する前記特徴点記述手段、前記知識記述手段
、前記知識記憶手段、前記参照特徴点知識記述手段、前記参照知識記憶手段がそれぞれ処
理を行いその結果を前記知識管理装置が前記端末機に送信し、前記端末機が前記送信され
た結果を表示することを特徴とする知識管理装置の端末機が提供される。
【００５５】
本発明の第８の態様は第１の態様の知識管理装置のプログラムであって、
前記知識管理装置のコンピュータを前記特徴点記述手段、前記知識記述手段、前記知識記
憶手段、前記参照特徴点知識記述手段、前記参照知識記憶手段
として機能させるためのプログラムが提供される。
【発明の効果】
【００５６】
人が保有する知識と２Ｄデータあるいは３Ｄデータにおける位置関係を蓄積することで、
知識という概念と具体的な２Ｄデータあるいは３Ｄデータの部分との関係を正確に分かり
やすく一体として表示することができる。２Ｄデータあるいは３Ｄデータへの特徴点によ
る知識の位置の明確化により、知識から関係する２Ｄデータあるいは３Ｄデータが検索で
きることで、知識が具体的にどのようなことに関するものであるかの理解が正しくおこな
える。また、過去の知識を参照し、新しい設計や制作、診療に知識を迅速に流用でき、２
Ｄデータあるいは３Ｄデータと知識が関係づけられて蓄積されることにより、設計、制作
、診療過程の変化する２Ｄデータあるいは３Ｄデータについての知識を継承し、蓄積し続
けることができる。見たことと知ったこととの突き合せ作業や、転記作業を無くすことが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】実施の形態に係る知識管理装置の企業間で活用図である。
【図２】実施の形態に係る知識管理装置のハードウエア関係図である。
【図３】実施の形態に係る知識管理装置と接続された他のシステムとの関係図である。
【図４】実施の形態に係る知識管理装置の保有する機能の構成図である。
【図５】実施の形態に係る知識管理装置の知識分類例の表である。
【図６】実施の形態に係る知識管理装置の特徴点の説明図である。
【図７】実施の形態に係る知識管理装置の特徴点管理番号と知識との関係図である。
【図８】実施の形態に係る知識管理装置の特徴点と知識の記述の別な例である。
【図９】実施の形態に係る知識管理装置の特徴点区分の説明図である。
【図１０】実施の形態に係る知識管理装置の知識分類や特徴点区分など言葉の登録画面で
ある。
【図１１】実施の形態に係る知識管理装置の３次元座標空間における特徴点の作成と知識
の入力画面である。
【図１２】実施の形態に係る知識管理装置の知識入力フォームの画面例である。
【図１３】実施の形態に係る知識管理装置の異なる座標系に特徴点を作成する画面である
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。
【図１４】実施の形態に係る知識管理装置の異なる座標系から作成された特徴点記述対象
データへの知識登録画面である。
【図１５】実施の形態に係る知識管理装置の特徴点記述対象データと知識を蓄積する構造
である。
【図１６】実施の形態に係る知識管理装置の知識検索画面である。
【図１７】実施の形態に係る知識管理装置の知識流用画面である。
【図１８】実施の形態に係る知識管理装置の情報開示登録画面である。
【図１９】実施の形態に係る知識管理装置の２次元座標空間における特徴点の作成画面例
を示す図である。
【図２０】実施の形態に係る知識管理装置の上位特徴点の概念図である。
【図２１】実施の形態に係る知識管理装置の上位特徴点の作成画面例を示す図である。
【図２２】実施の形態に係る知識管理装置の特徴点や知識の参照関係例を示す図である。
【図２３】実施の形態に係る知識管理装置の複数の特徴点記述対象データの共通の座標系
への変換例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００５８】
以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。尚、すべての図面において
、同様な構成要素には同様の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００５９】
本実施の形態は企業内にて２Ｄデータあるいは３Ｄデータにより知識を管理する装置の実
施例である。企業は場所の異なる地域に複数の拠点に分散して配置されている。
【００６０】
図１は、本実施の形態に係る知識管理装置１０００と企業とのつながりを示し、図２は知
識管理装置１０００のハードウエアとその機能を表す。図２では、知識管理装置１０００
は大きくは３Ｄデータを外部の記憶装置３００から取込みして保存する３Ｄデータ取込管
理サーバ１と知識を記憶する知識記憶サーバ５とユーザの端末機１００と端末機２００か
らの知識管理装置１０００へのアクセス許可を判断するアクセス制御サーバ６と知識管理
装置１０００の全体のサーバを管理する管理サーバ２とから構成されている。
【００６１】
知識管理装置１０００は、コンピュータプログラムを読み取って対応するデータ処理を実
行できるように、ＣＰＵ（Ｃentral Processing  Unit）、ＲＯＭ（Read Only Memory）
、ＲＡＭ(Randam Access Memory)、Ｉ／Ｆ(Interface)ユニット、等の汎用デバイスで構
成されたハードウエア、所定のデータ処理を実行するように構築された専用の論理回路、
これらの組み合わせ、等として実施することができる。
【００６２】
ネットワーク５００は、光ファイバーなどのケーブルや赤外線、電波など何らかの手段で
つなぎ、データのやり取りができるようにする。実施例では社内ＬＡＮ(Local area netw
ork)であるが、例えば無線ＬＡＮ、ＷＡＮ(Wide Area Network)、イントラネット、複数
のＬＡＮやＷＡＮをつないだ地球規模のインターネット等でも良い。
【００６３】
本実施の形態は、写真、動画、Word、Excel、PowerPointなどにより作成された書類など
の２Dデータや、３DCAD、３DCG、MRIやCTなど３次元計測機による測定データなどの３Dデ
ータを知識管理装置１０００で利用できるフォーマットに変換し、特徴点記述対象データ
取込格納部５５に保管された特徴点記述対象データを用いる実施例である。
【００６４】
知識管理装置１０００で利用できるフォーマットはデータに座標系を設定し、任意の座標
点を指定することができるフォーマットであり 、例えば、２Ｄデータの場合はビットマ
ップ、圧縮されたGIF、JPEG、PNG等の画像データフォーマット 、３Ｄデータの場合はJT
、Lattice XVLなどの３Ｄデータを表示・閲覧するためのフォーマットなどである。また
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、Word、Excel、PowerPointなどの書類、写真などの作成編集を行う２Dデータを扱うアプ
リケーションソフトや、NX、CATIAなどモデル作成編集を行う３Dデータを扱うアプリケー
ションソフトの機能の１つとして、本発明を実施することでも良い。
【００６５】
知識記憶サーバ５は特徴点記述対象データ記憶サーバ３と知識記憶データベースサーバ４
とで構成され、特徴点記述対象データ記憶サーバ３は特徴点記述対象データの幾何形状デ
ータを記憶し、1つの特徴点記述対象データの幾何形状データに関係する知識データは知
識記憶データベースサーバ４に記憶し、特徴点記述対象データと知識とは知識管理装置１
０００の中でユニークな特徴点管理番号をキーに関係づけられて知識記憶サーバ５に記憶
するものである。
【００６６】
一方、インターネットを介して、ユーザは図２の知識管理装置１０００の知識分類管理を
する端末機１００や知識管理をする端末機２００により知識の蓄積や管理を行う。また、
ユーザの企業、グループ企業、サ―ビス拠点、サプライヤ企業、設備製作企業はネットワ
ーク５００により接続された知識管理装置１０００の外部に記憶装置３００を保有してい
る。
【００６７】
ユーザの端末機１００と端末機２００は図３に示す様に、製品設計CAD２１、設備設計CAD
２２、型設計CAD２３、PLMシステム２４が社内LAN７００により接続されている。社内LAN
７００はその先に図２のネットワーク５００と接続されている。
【００６８】
図２で、記憶装置３００は製品設計CAD２１、設備設計CAD２２、型設計CAD２３、PLMシス
テム２４、にて作成蓄積された特徴点記述対象データのすべてをファイル単位に保存する
ハードディスクなどによる記憶装置である。ここでは、特徴点記述対象データのフォーマ
ットは作成されたソフトウエアによって出力され、作成に用いられたソフトウエアによっ
て異なるフォーマットのままの状態で記憶されている。
【００６９】
知識管理装置１０００が利用する特徴点記述対象データは図２の記憶装置３００に蓄積さ
れたものを用いる。図4は全体システムを機能別に図示したものである。ここに保存され
た各種の特徴点記述対象データは特徴点記述対象データ取込管理サーバ１により特徴点の
作図が可能な座標系を設定することができる 特定のフォーマットに変換され 特徴点記述
対象データ取込管理サーバ１の特徴点記述対象データ取込格納部５４に保存される。
【００７０】
文書作成ソフトウェアや表計算ソフトウェアにより作成されたデータなど座標系を設定す
ることが難しいデータの場合は、例えば前記データを作成したソフトウェアにて端末機に
ビジュアルに表示された画面を前記端末機の画面キャプチャ機能などを用いて画像データ
に変換することで特徴点記述対象データ取込管理サーバ１に取り込んでもよい。また動画
の場合は、一定の時間間隔のフレームに表示される画像を抽出することで画像データとし
て特徴点記述対象データ取込管理サーバ１に取り込む。
【００７１】
知識分類管理手段７２は図５に示されるように、技術と管理の言葉に対して、設計、生産
、サービス、共通の区分で言葉表現の分類が定義され、例えば、設計で用いる技術言葉で
ある製品名という言葉表現の分類には、車の例ではスポーツタイプ、乗用車、トラックな
どの製品名として用いることのできる言葉が記憶されている。これは、知識を理解するた
めには、ユーザが統一的な意味を理解できる共通語で知識を蓄積するためである。その機
能は、ユーザが知識管理装置１０００に登録するための端末機１００のプログラムに実装
され、端末機１００に対するユーザの操作に沿って、知識の記述に用いるための言葉のマ
スターを知識記憶サーバ５の言語格納部５３に蓄積する。
【００７２】
図４の知識記述手段７３はユーザの端末機２００のプログラムに実装され、実際に端末機
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２００に対するユーザの操作に沿って、知識の記述や検索、編集、コピーなどの処理を行
うものである。
【００７３】
特徴点記述対象データ取込管理サーバ１は端末機２００からの特定の特徴点記述対象デー
タのファイル呼び出し命令を管理サーバ２が受信した際、指定された特徴点記述対象デー
タのファイルを記憶装置３００に検索要求し、記憶装置３００の検索結果により取得した
指定された特徴点記述対象データのファイルを特徴点記述対象データ取込管理サーバ１に
取り込み、端末機２００からの指定された特徴点記述対象データのフォーマットにデータ
を変換し、変換プログラムによりあらかじめ決められた座標原点と３次元座標軸であるx
軸、y軸、z軸が決定し、特徴点記述対象データ取込格納部５４に保存する処理を行うもの
である。
【００７４】
アクセス制御サーバ６はユーザの知識管理装置１０００へのアクセス認証や、知識管理装
置１０００でのセキュリティ認証により、ユーザの端末機２００へ知識を送信することを
制御するサーバである。
【００７５】
知識記憶サーバ５の特徴点記述対象データ格納部５１は特徴点記述対象データ記憶サーバ
３に確保された特徴点記述対象データを格納する場所である。知識格納部５２と言語格納
部５３は知識記憶データベースサーバ４に確保され、知識格納部５２は知識を記述するた
めの定型の入力フォーマットと前記フォーマットに入力されたデータを保存する場所であ
り、言語格納部５３は知識管理装置１０００の知識分類管理手段７２により登録された企
業内の知識分類や知識用語を保存する場所である。
【００７６】
管理サーバ２は知識管理装置１０００での中央コントロール機能であり、端末機１００、
端末機２００からの情報を受け取り、その命令や情報を判断して、特徴点記述対象データ
取込管理サーバ１や知識記憶サーバ５やアクセス制御サーバ６に処理を促し、逆に、特徴
点記述対象データ取込管理サーバ１や知識記憶サーバ５やアクセス制御サーバ６の処理結
果を受け取り、適切な端末機へ結果情報を送る制御を実施するものである。
【００７７】
図６は３次元の座標空間における３Ｄデータへの特徴点の作図例を示したものである。左
図は直方体の表面に特徴点を作成した結果を示している。特徴点が直行座標系の座標（ｘ
、ｙ、ｚ）を示すだけでは人は端末機２００にて視覚的に捉えにくいため、特徴点は例え
ば、直方体の表面の座標（ｘ、ｙ、ｚ）を中心とする半径ｒの球形状としている。このよ
うに特徴点を明示するための形状を特徴点の幾何形状タイプと以下では呼ぶものとする。
また、３３は特徴点の引き出し線と以下では呼ぶものとする。
【００７８】
３次元の座標空間における２Dデータへの特徴点の作図は、２Dデータは３次元の座標空間
の直交座標系において例えば２つの軸であるｘ軸およびｙ軸の要素のみを持つ平面的なデ
ータとして表示することができるため 、上記方法と同様に行うことができる。あるいは
３次元の座標空間上において任意の平面を指定し、２Ｄデータが持つ各座標点の情報を前
記指定された平面上の座標点に転写する処理により、２Ｄデータを３次元座標空間上に表
示させてもよい。
【００７９】
２次元の座標空間における２Dデータへの特徴点の作図は、特徴点の座標として２次元空
間の直交座標系の座標（ｘ、ｙ）を指定し、その座標を中心に幾何形状タイプとして半径
ｒの円を描画することで同様に作図することができる。
【００８０】
２次元の座標空間における３Dデータへの特徴点の作図は、例えば図６左図の３Dデータの
a-a’の面で切断した断面図を２Dデータとして保存し２次元の座標系に表示することで、
２次元の座標空間における２Dデータへの特徴点の作図と同様に行うことができる。
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【００８１】
また、３Dデータを視覚的に２次元に表示させるソフトウェアを用いて表示させ、画面上
に表示されている状態をスクリーンショットを撮影するなどの方法により２Dデータとし
て保存し、その画像を２次元の座標系に表示することで、２次元の座標空間における２D
データへの特徴点の作図と同様に行うことができる。
【００８２】
同じ位置に特徴点を作成し、その特徴点に異なる観点からの知識を記述する際の表現方法
としては図７のように特徴点を共通とし、一本の引き出し線３３に複数の知識a、知識bを
表示する方法や図８のように、特徴点を共通とし、複数の引き出し線３３により知識aや
知識bを表示する方法でもよい。図７の方法が多くの特徴点に知識を記述する場合には煩
雑さが少なく特徴点管理番号も見やすくなるため以下の説明では図７の方式を用いている
。
【００８３】
作成した特徴点の示す位置が目視した場合に、特徴点記述対象データが３Dデータの場合
は３Ｄデータの幾何形状の構成面上であるのか、３Ｄデータの幾何形状の内部の点である
のか、３Ｄデータの幾何形状の外部の空間であるのか、特徴点記述対象データが２Dデー
タの場合は２Dデータの線上であるのか、２Dデータの面上の点であるのか、２Dデータの
面外の空間であるのかは判別が難しい。更に、特徴点の座標を幾何形状の面上や線上に配
置するためにはユーザのポインティングデバイスによる操作で正確に面上や線上の座標を
指定しても良 いが、この方法はユーザの操作が煩雑となるため、特徴点区分をユーザが
定義し、登録することで、人の考えた特徴点の対象の説明を言葉として表現する。
【００８４】
または幾何形状の面上や線上の座標を計算処理にて求め、特徴点座標を計算により前記座
標に一致させる方法でも良いが、材質など幾何形状に関係しない知識も多いため、ユーザ
の必要性に合った区分を表現する言葉を特徴点区分として定義することで自由度を高め、
幅広い知識を記述できるようになっている。
【００８５】
例えば、特徴点区分は図９に示すように、形状以外にも内部の材質についての知識、全体
の重量についての知識など幾何形状に関係しない知識の登録を可能にしている。
【００８６】
例えば、特徴点区分の言葉の定義は、ユーザの端末機１００による操作にて、知識分類管
理手段７２のプログラムにより、端末機１００に図１０を表示する。ユーザによる図１０
の類別にある特徴点区分の指定と、名称や言葉の意味の入力データは端末機１００からネ
ットワーク５００を介し、管理サーバ２へ送信される。管理サーバ２はこの情報を知識記
憶サーバ５に送信し、処理を命ずる。
【００８７】
知識記憶サーバ５では言葉格納部５３に存在する特徴点区分の言葉を検索し、既に同じ言
葉が存在しているか、あるいは似た言葉が存在している場合には、そのメッセージを管理
サーバ２へ送信し、端末機１００がそのメッセージを受信し、知識分類管理手段７２のプ
ログラムが端末機１００の表示画面にそのメッセージを表示し、ユーザの判断を促す。
【００８８】
言葉格納部５３に特徴点区分の言葉が存在していなかった場合には、知識記憶サーバ５は
特徴点区分の言葉として言葉格納部５３に新しく言葉を追加する。追加された言葉は、特
徴点作成の画面である図１１の特徴点区分８００の選択対象項目として表示される。
【００８９】
特徴点記述対象データが3次元計測器による測定結果である場合は点群データとなる。こ
の空間における点群データについても、特徴点は1つの点である為に、その点群データの
座標系内に任意に特徴点を作成し、その特徴点の意味は特徴点区分にて選択される。
【００９０】
このように、特徴点区分は企業の製品により異なることばであり、企業内では、特徴点区
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分と特徴点記述対象データでの特徴点の座標位置により知識の分類を分かりやすく整理す
る役割を果たす。
【００９１】
図１１は３次元の座標空間において特徴点記述対象データとして３DデータAに特徴点５０
００を作成する画面例である。ユーザが画面に表示された３ＤデータAに対して、マウス
などのポインティングデバイスやキー操作により、ユーザが記録したい知識を示す特徴点
Aを指定する。その指定された座標（x1,y1,z1）は、その３ＤデータAの座標原点４０００
とする同じ座標系に作成される。この時、３ＤデータAがサーフェスモデルであり、特徴
点がその面を意味することとしての知識を記録する場合には、特徴点の幾何形状タイプの
球の中心の座標をサーフェス面内に見つける計算処理にて、特徴点座標（x1,y1,z1）を計
算により求める方法でもよく、あるいはユーザのポインティングデバイスやキー操作によ
って、指定された座標に特徴点を決定し特徴点区分だけで例えば面という知識を示す対象
部分の意味を明確化する方法でも良い。
【００９２】
特徴点記述対象データとして２Dデータへ３次元の座標空間上で特徴点を作成する場合、
端末機２００の操作により記憶装置３００から抽出した２Dデータを管理サーバ２を介し
て特徴点記述対象データ取込管理サーバ１に送信し、特徴点記述対象データ取込管理サー
バ１の特徴点記述対象データフォーマット変換手段８０により知識管理装置１０００で扱
うことが可能な 特定の座標系を設定することができるデータフォーマットに変換しても
よく、あるいは、端末機２００の操作により前記２Dデータを作成したソフトウェアにて
端末機２００の表示画面上に表示させ、端末機２００の画面キャプチャ機能を用いてその
表示画面を知識管理装置１０００で扱うことが可能な画像データ として保存し、特徴点
記述対象データ取込管理サーバ１に送信してもよい。
【００９３】
特徴点記述対象データ取込管理サーバ１は受け取った２Dデータに特徴点記述対象データ
座標決定手段７９を用いて３次元の座標系及び座標原点を決定し、特徴点記述対象データ
取込管理サーバ１の特徴点記述対象データ取込格納部５４に保存することで、２Dデータ
を３次元の座標空間上で扱うことが可能となる。それにより、上記と同様の方法で２Dデ
ータに３次元の座標空間上で特徴点を作成できる。
【００９４】
図１９は２次元の座標空間において特徴点記述対象データとして２Dデータに特徴点５０
０１を作成する画面例である。ユーザが画面に表示された２Dデータaに対して、マウスな
どのポインティングデバイスやキー操作により、ユーザの知識の対象を示す特徴点aを指
定する。その指定された座標a（x3,y3）は、その２Dデータaの座標原点４００１と同じ座
標系に作成される。
【００９５】
この時、例えば特徴点がその線を意味することとしての知識を記録する場合には、上記３
次元の座標空間において３Dデータに特徴点を作成する例と同様に、線上の座標点を計算
処理にて求める方法でもよく、特徴点区分により線を示すことを明確化する方法でもよい
。
【００９６】
特徴点記述対象データとして３Dデータへ２次元の座標空間上で特徴点を作成する場合、
端末機２００の操作により記憶装置３００から抽出した３Dデータを知識管理装置１００
０で扱うことが可能な統一的な２Dデータに変換する方法として、端末機２００の操作に
より前記３Dデータを作成したソフトウェアにて、そのソフトウェア上でユーザの指定に
より３Dデータを特定の面で切断する計算処理によりその切断面上の座標を２次元の座標
系に変換したデータを特徴点記述対象データ取込管理サーバ１の特徴点記述対象データフ
ォーマット変換手段８０により知識管理装置１０００で扱うことが可能な特定の２Dデー
タに変換する方法でもよく、あるいは、前記３Dデータを作成したソフトウェアにて端末
機２００の表示画面上にビジュアルに表示させ、端末機２００の画面キャプチャ機能を用
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いてその表示画面を知識管理装置１０００で扱うことが可能な画像データとして保存する
方法でもよい。
【００９７】
このようにして３Dデータを知識管理装置１０００で扱うことが可能な２Dデータに変換す
ることにより、上記と同様の方法で２Dデータに２次元の座標空間上で特徴点を作成でき
る。
【００９８】
以下に３次元の座標空間において３DデータAに対する特徴点５０００の作図方法の実施例
について記述する。
【００９９】
特徴点５０００を決定後、ユーザの端末機からの操作により、特徴点５０００から引き出
した線分である特徴点の引き出し線を作図する。このように特徴点に対するもう一つの端
点の座標決定により、知識記述手段７３のプログラムにより、あらかじめ知識格納部５２
に記憶された特徴点の引き出し線の線分の線種、太さなどの情報を知識格納部５２から呼
び込み、その線分の線種、太さなどの選択をユーザに促す。
【０１００】
ユーザの端末機２００による線分の線種、太さなどの選択結果により、端末機２００のプ
ログラムは特徴線をユーザの端末機２００に表示する。
【０１０１】
この時、この特徴点Aを登録するか否かなどのユーザに対する確認メッセージを端末機２
００のプログラムが端末機２００の画面に表示し、その登録実行のユーザ操作により、そ
の情報はユーザの端末機２００から知識管理装置１０００にネットワーク５００を介して
送信される。送信された新規の特徴点情報が知識管理装置１０００にて受信されると、知
識記憶サーバ５にインストールされたデータマネージメントシステムより、あらかじめ、
規定された知識管理装置１０００内でユニークとなる特徴点管理番号ルールに基づき、特
徴点Aに知識管理装置１０００内でユニークな特徴点管理番号１０００１００を決定する
。
【０１０２】
この時、知識管理装置１０００のデータマネージメントシステムにより、知識記憶サーバ
５の特徴点記述対象データ格納部５１に登録された３ＤデータAの属性にも前記特徴点管
理番号１０００１００が新規登録される。
【０１０３】
この特徴点管理番号１０００１００はこの属性として、例えば、特徴点が作成された座標
系、特徴点のA座標（x1,y1,z1）とその特徴線のもう一つの端点のB座標（x2,y2,z2）、特
徴点が作成された年月日時刻を保存する。知識記憶サーバ５がこれらの処理を完了後、決
定した特徴点管理番号１０００１００はネットワークを介して、ユーザの端末機２００に
送信される。ユーザの端末機２００のネットワークインターフェースがその情報をユーザ
の端末機２００の知識記述手段７３のプログラムに伝達し、前記プログラムはその情報を
ユーザの端末機２００の表示画面に表示されている３ＤデータAにユーザ操作により表示
された特徴線のもう一つの端点B（以下特徴点の頭と呼ぶ）に特徴点管理番号１０００１
００を表示する。以上の処理により、３Ｄデータに1つの特徴点の作図が終了する。
【０１０４】
２次元の座標空間において特徴点記述対象データに作成した特徴点ついても同様な処理を
実行することで作図を行う。
【０１０５】
次に複数の特徴点をグループ化し、上位の特徴点を作成する処理を説明する。
【０１０６】
図２０で特徴点４は、特徴点記述対象データに作成された１次の特徴点である特徴点１と
特徴点２をグループＡとした２次の特徴点となっていることを示している。特徴点５も同
様に１次の特徴点２と特徴点３をグループＢとした新たな２次の特徴点を示している。ま
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た、特徴点６は１次の特徴点３と２次の特徴点５をグループ化して、グループＣの２次の
特徴点であることを示している。更に特徴点７は２次の特徴点４と２次の特徴点５をグル
ープ化し、新たに３次の特徴点７を定義していることを示している。
【０１０７】
知識管理装置１０００では、１次の特徴点を特徴点記述対象データに記憶しているが、１
次の特徴点は２次の特徴点のグループの構成として、他の１次の特徴点と関係することが
多い。その為にその上位の特徴点である２次の特徴点を定義することで、この目的と実現
手段の関係の知識を蓄積している。更に、上位の目的に関する知識も記述できる必要があ
るため、任意の特徴点をグループ化し上位の特徴点を定義することにより、その上位目的
に関して知識を記述することができる構造としている。
【０１０８】
これにより、例えば、コスト低減の場合、データの特定の部位を指定した１次特徴点をど
のように安価にするかという視点とは別に、上位の目的に遡り、もっと安い設計構造はな
いかを考えることができる。この時、上位の特徴点を構成する下位の特徴点を一度に知る
ことができるために、より迅速で正確なコスト検討が行えると共に、下位の特徴点を構成
要素とする別の上位特徴点の知識から、品質などの条件を知る事ができる。
【０１０９】
詳細は、知識管理装置１０００の端末機２００の特徴点記述対象データ表示画面である図
２１を用いて説明を行う。端末機２００で知識管理装置１０００のプログラムを立ちあげ
るとプログラムが図２１の画面を端末機２００に表示する。ユーザの操作により、端末機
２００から表示させるデータとして穴加工を行うために設計された型とその型により生産
される部品とを選択することにより、その検索情報が管理サーバ２に送信される。管理サ
ーバ２はその検索情報を特徴点記述対象データ記憶サーバ３に送信し、特徴点記述対象デ
ータ記憶サーバ３がその検索情報により特徴点記述対象データ格納部５１から型と部品の
データを特定し、管理サーバ２に送信する。
【０１１０】
端末機２００では、受信した型と部品のデータとそれぞれのデータに記憶された特徴点管
理番号、特徴点の幾何形状タイプと頭の座標と線種などを表示するプログラムの処理によ
り、端末機２００に型と部品のデータと特徴点管理番号とその矢印を表示する。
【０１１１】
この結果、パネル部品とプレスする型のデータは図２１の特徴点記述対象データ表示部５
５０に表示される。ユーザは端末機２００のにて、プレス穴を開けるポンチとダイの部分
の特徴点記述の結果付与された、型のデータの特徴点管理番号３２４と３２５、一方、部
品パネルの特徴点である穴に付与された特徴点管理番号３２３とをマウスなどのポインテ
ィングデバイスで指定し、製品の穴と加工手段との関係づけを行うための図２１の特徴点
のグループ化ボタン３５０を押下げる。この処理情報が端末機２００から管理サーバ２に
送信されると、管理サーバ２ではこのグループ化処理の情報を知識記憶サーバ５に送信す
る。
【０１１２】
知識記憶サーバ５では特徴点の次数決定プログラムが動作し、次の処理ロジックで決定さ
れる。まず、データに記述した特徴点を次数１とする。１つ以上の特徴点をグループ化し
た特徴点は、そのグループを構成する特徴点の中で最も低い次数に＋１した次数をそのグ
ループ化した特徴点の次数とする。グループを構成する特徴点が全て同じ次数Nであれば
、その次数に＋１したN+１を上位特徴点の次数とする次数決定のプログラムが、特徴点の
次数を決定する。この型の場合は、すべて１次の特徴点で構成されていることが端末機２
００からの情報で認識されるために、このグループ化した特徴点は２次特徴点と決定され
る。
【０１１３】
この結果、２次の特徴点管理番号が新規に決定され、ポンチとダイの特徴点管理番号３２
４と３２５、部品パネルの特徴点管理番号３２３のそれぞれには、特徴点３２３が示す部
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品パネルの穴は特徴点３２４が示すポンチと特徴点３２５が示すダイによってあけられる
という関係を記憶するために、２次特徴点の特徴点管理番号３３０が登録される。また、
２次の特徴点の特徴点管理番号３３０には下位の特徴点の特徴点管理番号３２３と３２４
と３２５が記憶される。N次の特徴点管理番号も同じように処理され表示される。
【０１１４】
このとき上位特徴点は型と部品それぞれのデータの座標空間上に作図される。上位特徴点
の座標は下位特徴点の頭の座標とし、上位特徴点の頭の座標は特徴点のグループ化の際に
ユーザが型と部品それぞれのデータの座標空間上の任意の座標を指定する方法で上位特徴
点の頭の座標を決定することでもよく、計算処理によりデフォルトの座標から特定の距離
をオフセットするルールに基づいて自動的に座標を決定する方法などでもよい。上位特徴
点の座標と上位特徴点の頭の座標決定処理以降の上位特徴点の作画処理については、１次
特徴点のときと同様の処理にて行う。
【０１１５】
次に３DデータAに作成された特徴点５０００を対象に知識を記述する実施例を図１１を用
いて説明する。
【０１１６】
３ＤデータＡに作成された特徴点５０００を対象としてユーザが知識を登録するために、
ユーザは特徴点５０００の特徴点の頭である特徴線の端点Bをポインティングデバイスで
指定をする。この指定されたアクションにより、ユーザの端末機２００の画面には登録す
る知識のために事前に知識管理装置１０００に登録された知識入力フォーム８００を表示
させる。この知識入力フォーム８００にユーザがデータを入力し、登録ボタン８０１を押
すことにより、この知識の情報はユーザの端末機２００からネットワーク５００を介して
、知識記憶サーバ５に送信される。知識記憶サーバ５では、この情報を受信すると、その
受信情報内の特徴点管理番号１０００１００を認識し、その特徴点管理番号１０００１０
０をキーとして、受信した知識入力フォーム８００の情報を知識記憶サーバ５の知識格納
部５２に格納する。
【０１１７】
図１２の５５７に示すように知識入力フォーム８００の別な例としては、加工法、加工の
品質特性、加工の検査規格公差などの言葉は端末機１００の知識分類管理手段７２により
言語格納部５３に格納されたものを使用して知識記述手段７３にて知識入力フォーム５５
７を作成し、知識格納部５２に保存される。ユーザの端末機２００からの知識入力フォー
ム５５７の表示要求により、管理サーバ２は要求された知識入力フォーム５５７を知識記
憶サーバ５から受け取り、端末機２００へ送信することで、端末機２００のプログラムが
要求された知識入力フォーム５５７をユーザの端末機２００へ表示する。
【０１１８】
テキストの場合は図１１の知識入力フォーム８００の特徴点区分８０２に示すように、例
えば形状に関する項目名として面や線は図４の知識分類管理手段７２によりマスターとし
て事前に定義された言葉から選択する方法や、図１１の知識入力欄８０３に示すように自
由な文章を入力する方法でも良い。いずれにおいても、端末機２００から登録された知識
は特徴点管理番号をキーにした属性として知識記憶サーバ５に格納される。
【０１１９】
音や映像のファイルの場合は図１１の添付ファイル欄８０４に示すように、端末機２００
のローカルファイルや或いは端末機２００と図３にてネットワーク７００からネットワー
ク５００に接続された記憶装置３００に格納されているファイルのディレクトリの指定に
より実体の音や映像ファイルを指定することにより、端末機２００におけるユーザの登録
ボタンである登録８０１の押下げにより、このディレクトリと指定された音や映像ファイ
ルの名称がネットワーク５００を介して管理サーバ２に伝達され、その情報は特徴点管理
番号をキーとしたデータとして知識記憶データベースサーバ４に記憶する。
【０１２０】
同様な処理にて、表やグラフや図のファイルや関係する３Ｄデータなども特徴点管理番号
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１０００１００をキーとする属性データとして、知識記憶データベースサーバ４に記憶す
る。
【０１２１】
音声や動画のファイルにおいては音声や動画そのものに時刻や1分間隔などの時間刻みを
示すタイムコードやカウンター値が埋め込まれている場合には、知識に関係する部分だけ
の音声や動画のタイムコードやカウンター値も一緒にユーザの操作により端末機２００か
ら指定し登録８０１の押下げにより、そのタイムコードやカウンター値は知識記憶データ
ベースサーバ４に記憶する。
【０１２２】
このことにより、音や映像の知識は３Ｄデータの座標系における座標位置として示すこと
ができる。例えばこれは、特徴点５０００における衝突音を分析した結果の音を特徴点管
理番号１０００１００の知識として蓄積し、実際の衝突音を３Ｄデータの音発生場所であ
る特徴点５０００と関係づけて記録することになり、また事実から分かった知識を特徴点
５０００に図１１の知識入力欄８０３へ記述することにより、衝突音の発生原因などをユ
ーザにて知識管理装置１０００を用いて共有することができる。
【０１２３】
このように、ユーザは、ものの場所、位置から、どのような音が発生し、それはどのよう
な理由であるかを事実データと見解の両方を同時に知ることができ、ユーザの技術的な判
断を迅速化させることができる。これは、映画やアニメ―ション、広告宣伝の制作途中に
おいても、大枠のシナリオを３Ｄデータで作成したものに対して、そこでの会話を付け加
え、制作途中でのレビューをすることにも活用できる。また、教育や学習教材としても活
用できる。
【０１２４】
文章や定型の入力フォーマットに記述された文字、数字や音や映像のファイル、表やグラ
フや図のファイルや関係する３Ｄデータなど知識は1つの特徴点５０００に1つだけではな
く、例えば、図７に示す知識a、知識bのようにテキスト、音声ファイル、動画ファイル、
表、図、３Ｄデータファイルなど複数タイプの異なるなるものが登録される。
【０１２５】
知識にはユーザが端末機２００の登録ボタンである登録８０１を押下げしたタイミングに
ての端末機２００のコンピュータの時刻を知識毎に知識記憶データベースサーバ４に記憶
する。
【０１２６】
このことにより、知識管理装置１０００では、時刻を検索項目として同じ時刻あるいはあ
る時刻間における知識を収集することができる。過去の知識と現在の知識を比較すること
が可能となる。
【０１２７】
このように知識はその表現としての形式が文章や定型の入力フォーマットに記述された文
字、数字の他に音や映像のファイル、表やグラフや図のファイルや関係する３Ｄデータな
どデジタルな情報で表現されたものも知識記憶サーバ５に蓄積されており、ユーザの表示
要求が端末機２００で実行されると、同じように、知識記述手段７３は要求された音や映
像のファイル、表やグラフや図のファイルや関係する３Ｄデータなどデジタルな情報をそ
れぞれのデータを表示する端末機２００にインストールされたソフトウエアによりユーザ
の端末機２００に表示する。
【０１２８】
添付としては例えば、医療においてはCTやMRIでの測定された断面撮影図や製造業では設
計された部品の３Ｄデータの断面図なども蓄積される。
【０１２９】
特徴点記述対象データに特徴点や 知識を記述するとき、図１１知識入力フォーム８００
の参照情報指定ボタン８０５を押し下げ、記述した特徴点や知識の補足や参考データとし
て特徴点記述対象データに作成された特徴点またはその特徴点に記述された知識を指定す
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ることで、特徴点と知識の参照関係を記録してもよい。
【０１３０】
例えば図１１の３ＤデータＡの特徴点５０００に対して知識を記述するとき、ユーザは端
末機２００の検索手段を用いて知識管理装置１０００に特徴点記述対象データや特徴点、
知識の検索命令を送信し、知識記憶サーバ５の知識検索手段７６を実行させることにより
特徴点記述対象データ格納部５１から特徴点記述対象データを、また知識格納部５２から
特徴点や知識を抽出し、端末機２００の表示画面に表示させる（図１６）。
【０１３１】
ユーザが特徴点や知識を記述する際に前記検索により端末機２００の表示画面上に表示さ
れた特徴点記述対象データの特徴点または知識を参考としたとき、ユーザは知識入力フォ
ーム８００の参照情報指定ボタン８０５を押し下げ、前記特徴点または知識を選択する。
あるいは、端末機２００の表示画面上に表示された特徴点記述対象データに新たな特徴点
や知識を作成し、選択してもよい。ユーザの参照情報の指定操作により、図１５の知識の
データ構造に示すように、参照元の知識の知識管理情報に参照先の特徴点管理番号または
知識管理番号を、また参照先の特徴点の特徴点管理情報または知識の知識管理情報に参照
元の知識管理番号を記憶し、特徴点と知識の参照関係を記録する。
【０１３２】
ユーザが特徴点や知識を記述する際に前記検索により端末機２００の表示画面上に表示さ
れた特徴点記述対象データの特徴点または知識を参考としたとき、ユーザは知識入力フォ
ーム８００の参照情報指定ボタン８０５を押し下げ、前記特徴点または知識を選択する。
あるいは、端末機２００の表示画面上に表示された特徴点記述対象データに新たな特徴点
や知識を作成し、選択してもよい。ユーザの参照情報の指定操作により、図１５の知識の
データ構造に示すように、参照元の知識の知識管理情報に参照先の特徴点管理番号または
知識管理番号を、また参照先の特徴点の特徴点管理情報または知識の知識管理情報に参照
元の知識管理番号を記憶し、特徴点と知識の参照関係を記録する。
【０１３３】
知識と知識の間の参照関係についても上記の知識と特徴点との間の参照関係と同様に、破
線矢印６０１に示すように知識aにて知識dを参照情報として指定したとき、知識aの知識
管理番号Ｋ００１の知識管理情報に知識dの知識管理番号Ｋ００４を参照知識管理番号と
して付与し、知識管理番号Ｋ００４の知識管理情報に知識管理番号Ｋ００１を被参照知識
管理番号として付与して知識格納部５２に格納することで知識間の参照関係を記録するこ
とができる。
【０１３４】
このように知識管理番号と特徴点管理番号をキーに参照関係を記録することにより、同じ
次元の座標空間上に作成された特徴点記述対象データに記述された特徴点や知識の間の参
照関係だけでなく、異なる次元の座標空間上に作成された特徴点記述対象データに記述さ
れた特徴点と知識の間の参照関係や（破線矢印６０２）、次数の異なる特徴点と知識の間
の参照関係（破線矢印６０３）を記録することができる。
【０１３５】
参照情報の指定は特徴点記述対象データ格納部５１に蓄積されている特徴点記述対象デー
タに既に作成された特徴点や知識でもよく、端末機２００のローカルファイルや端末機２
００と図３のネットワーク７００に接続された各端末機２１、２２、２３、２４などに格
納されている文書や表、グラフ、図、画像、動画や３Dデータのファイルを指定し、新た
に作成した特徴点や知識でもよい。
【０１３６】
端末機２００とネットワーク７００で接続された各端末機のデータに特徴点を作成する方
法として、例えば仮想化ソフトウェアによりサーバー上に複数の仮想的なデスクトップ環
境を構築し、そのサーバ上で各端末機ごとにデスクトップ環境を動作させる仮想デスクト
ップ技術を用いて、各端末機２１、２２、２３、２４に格納されているデータを、仮想デ
スクトップ上で各データに対応したアプリケーションを実行して展開することにより端末
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機２００の表示画面上に各データを表示させ、その画面を画面キャプチャ機能等により画
像データとして特徴点記述対象データ取込管理サーバ１に取り込むことにより特徴点を作
成する。
【０１３７】
画像データに対する特徴点の作成は前述の２Ｄデータに対する特徴点の作成と同様に実施
する。
【０１３８】
このように参照データとして知識管理装置１０００の外部記憶装置や外部端末機に格納さ
れているデータに特徴点を作成することにより、企業内に分散した個々の端末機２１、２
２、２３、２４や記憶装置３００に格納されているデータを、知識の参照データとして特
徴点を付与し、特徴点管理番号をキーとして知識管理装置１０００の特徴点記述対象デー
タ格納部５１に集約・蓄積することができる。
【０１３９】
また、特徴点記述対象データ格納部５１に格納されたデータの特徴点と知識に参照ポイン
トが蓄積することにより、その参照ポイントの高さから汎用性や注目度の高いデータや特
徴点、知識を優先的に検索、表示することができる。
【０１４０】
図１３には異なるアプリケーションシステムで作成された３Ｄデータを共通の座標系に変
換し、特徴点を記述する場合を示す。
ユーザの端末機２００からの３Ｄデータの選択が先に行われる。この選択の指示情報は端
末機２００からネットワーク５００を介して、管理サーバ２に伝達される。
【０１４１】
管理サーバ２では、端末機２００からの情報が知識管理装置１０００の特徴点記述対象デ
ータ取込管理サーバ１の外にある記憶装置３００のファイルを指定していることを判断す
る。管理サーバ２は知識管理装置１０００にある特徴点記述対象データ取込管理サーバ１
に対して、外部の記憶装置３００にある端末機２００で指定されたファイルを知識管理装
置１０００で扱える統一的な３Ｄデータの表示フォーマットに変換し、特徴点記述対象デ
ータ取込管理サーバ１に保存する処理を動作させることを命令する。
【０１４２】
この処理の結果、外部の記憶装置３００にあった異なるアプリケーションシステムで作成
された３Ｄデータは知識管理装置１０００にて扱う３Ｄデータの表示フォーマットに変換
され、その結果を管理サーバ２はユーザの端末機２００にその表示情報を伝達し、端末機
２００の表示プログラムにより表示を行う。
【０１４３】
例えば、図１３では３ＤデータAや３ＤデータBがその表示された結果を示している。ここ
で、３ＤデータAと３ＤデータBとでは、座標軸の原点位置が異なっていること、座標系が
直行座標系や円柱座標系など異なっている場合がある。
【０１４４】
ユーザは知識を記述するためには、例えば、図１３の右側のように、３ＤデータAと３Ｄ
データBを同じ３次元の座標系内でそれぞれの３ＤデータAと３ＤデータBを図示した相対
的な配置関係にするために、最終的に表示したい座標系を選択するための基準座標選択８
１１で３次元の座標系を選択し、次に座標変換８１２を押すことに応えて、同じ座標系に
３ＤデータAと３ＤデータBを表示する処理の実行命令がネットワーク５００を介して管理
サーバ２に伝達され、図２の３Ｄデータ取込管理サーバ１に保存された３Ｄデータの座標
変換処理を特徴点記述対象データ取込管理サーバ１に実行させる。
【０１４５】
その実行結果は管理サーバ２を経由し端末機２００に表示される。この同じ座標系に変換
処理され表示された３ＤデータAと３ＤデータBの配置関係をユーザが目視で確認し、ユー
ザの欲する配置関係にすべく図１３の移動回転操作８１３の押下げにて端末機２００の移
動回転プログラムを呼び出して配置関係を修正する。これら、座標変換処理、移動回転処
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理の方法事例は既に一般的なものであるため、説明を割愛する。
【０１４６】
ユーザは端末機２００にて表示された配置関係に問題がなければ、配置関係決定８１４を
押下げる。この操作により、端末機２００のプログラムは３ＤデータAと３ＤデータBとの
配置関係を一時的に端末機のローカルディスクの一時保管領域に保管する。
【０１４７】
ここで、図１３の左下に示すように３ＤデータBには外部の記憶装置３００のファイルと
して、３ＤデータCが存在する場合がある。ユーザが知識を記述する対象として、この３
ＤデータCが不必要な場合には座標変換８１２の処理の前に、座標変換対象の３Ｄデータ
の選択画面を端末機２００のプログラムは表示をし、その選択画面へのユーザの指定によ
って座標変換８１２の処理を実施することになる。
【０１４８】
３Ｄデータ取込管理サーバ１では座標変換処理の前に、３ＤデータBと３ＤデータCとが1
つのファイルとなっているファイル内の構成から３ＤデータCを削除する処理により、３
ＤデータCは削除されて端末機２００に送信する。
【０１４９】
次にユーザは端末機２００の表示画面から図１３の特徴点作成８１５を押下げる。このあ
とのユーザによる特徴点の作成処理は図１１で説明済みと同じであるので割愛する。
【０１５０】
図２３の６１３には異なるアプリケーションシステムで作成された２Ｄデータを共通の座
標系に変換した場合を示す。上記３Ｄデータの場合と同様にまずユーザの端末機２００に
て２Ｄデータの選択が行われ、前記２Ｄデータは知識管理装置１０００で扱える統一的な
２Ｄデータの表示フォーマットに変換されて特徴点記述対象データ取込管理サーバ１に保
存される。知識管理装置１０００の外部にある記憶装置３００に保存された２Ｄデータを
知識管理装置１０００で扱える統一的な２Ｄデータの表示フォーマットに変換する処理に
ついては２Ｄデータを知識管理装置に取り込み、特徴点を記述する実施例にて説明済みで
あるので割愛する。
【０１５１】
特徴点記述対象データ取込管理サーバ１は受け取った２Dデータに特徴点記述対象データ
座標決定手段７９を用いて２次元の座標系及び座標原点を決定し、その座標情報および２
Ｄデータの表示情報をユーザの端末機２００に送信することにより、ユーザの端末機２０
０は前記２Ｄデータをその表示画面に表示させる。
【０１５２】
図２３の６１０および６１１は２ＤデータAと２ＤデータBがその表示された結果を示して
いる。２ＤデータＡと２ＤデータＢを２次元の座標系内でそれぞれを図示した相対的な配
置関係にするために、基準座標選択８１１で２次元の座標系を選択し、次に座標変換８１
２を押すことにより、２ＤデータAと２ＤデータBを同一の座標系に変換する処理が実行さ
れる。配置関係を修正する処理については上記３Ｄデータの場合と同様である。その処理
の結果、ユーザが指定した新たな２次元の座標系において２ＤデータＡと２ＤデータＢが
合成された画面が端末機２００に表示される（図２３の６１３）。
【０１５３】
図２３の６１４には異なるアプリケーションシステムで作成された２Ｄデータと３Ｄデー
タを共通の座標系に変換した場合を示す。まずユーザの端末機２００にて２Ｄデータと３
Ｄデータの選択が行われ、２ＤデータＢと３ＤデータＡは上記の場合と同様に知識管理装
置１０００で扱える統一的な表示フォーマットに変換され、特徴点記述対象データ取込管
理サーバ１に保存される。
【０１５４】
２ＤデータＢと３ＤデータＡを３次元の座標系内でそれぞれを図示した相対的な配置関係
にするために、基準座標選択８１１で３次元の座標系を選択し、座標変換８１２を押すこ
とにより２ＤデータＢと３ＤデータＡを同一の座標系に変換する処理が実行される。その
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後２ＤデータＢと３ＤデータＡの配置関係を修正する処理を実行し、その処理の結果、ユ
ーザが指定した新たな３次元の座標系において２ＤデータＢと３ＤデータＡが合成された
画面が端末機２００に表示される（図２３の６１４）。
【０１５５】
図１４には、特徴点が作成され特徴点管理番号１０００２００に対しての知識がユーザに
より入力された状態をしめす。
異なる座標系の座標変換処理や配置関係の編集、ファイルの構成編集が実行された後に表
示された２つの特徴点記述対象データを組み合わせ表示された配置関係に対する知識であ
るため、その知識登録の保存処理は図１１の保存処理とは異なる。
【０１５６】
知識管理装置１０００では、図２の特徴点記述対象データ取込管理サーバ１にフォーマッ
ト変換された特徴点記述対象データを保存する。この特徴点記述対象データ取込管理サー
バ１に保存された特徴点記述対象データの座標系や座標軸の方向、座標軸の原点、配置座
標など特徴点記述対象データを表示するために保有する情報を元座標情報と呼ぶ。
【０１５７】
図１４の左図では３ＤデータAと３ＤデータBの配置はそれぞれ特徴点記述対象データ取込
管理サーバ１に保存された元座標情報から座標変換が行われたものである。座標変換が行
われた配置に対して、図１４のように特徴点６０００が作成され、特徴点管理番号１００
０２００が付与されている。
【０１５８】
図１５にて知識管理装置１０００における知識データを利用するための蓄積構造例を示し
ている。蓄積された知識を利用するために、特徴点記述対象データの幾何形状の情報と特
徴点と特徴点に付加された知識を分離保存する構造を示している。
【０１５９】
特徴点記述対象データ構造の情報である特徴点記述対象データとしては、知識管理装置１
０００の外部にある記憶装置３００に保存されたファイルに元々保有されていたデータは
特徴点記述対象データ管理情報として特徴点記述対象データ記憶サーバ３に記憶される。
この特徴点記述対象データ管理情報には特徴点記述対象データのファイルにある幾何形状
データと元座標情報を保有している。
【０１６０】
図１５にて、知識表示関係情報として、知識を記述する際に決定した特徴点記述対象デー
タの座標系や配置等の座標情報を知識管理番号毎に保有している。これは同じ特徴点記述
対象データに対して、その特徴点記述対象データの配置により知識は異なることや、異な
る特徴点記述対象データとの組み合わせにより、異なる知識を蓄積できるようにするため
である。組み合わせた特徴点記述対象データの両方に同じ特徴点管理番号を保有すること
により、特徴点管理番号が特定されれば、特徴点記述対象データ記憶サーバ３にて、該当
する特徴点記述対象データが検索され、その特徴点記述対象データが持つ特徴点記述対象
データの座標情報により、端末機２００に該当する特徴点記述対象データと特徴点を表示
する処理が行われる。
【０１６１】
他方、図１５の知識データ構造には、知識管理情報と知識情報、特徴点表示情報が定義さ
れている。これらは知識記憶データベースサーバ４に記憶される。知識管理情報はデータ
名称と特徴点管理番号との関係を保有するものである。
【０１６２】
知識情報は1つの特徴点管理番号に対して、複数の知識を蓄積するために、複数の知識管
理番号を保有できる。また、1つの知識管理番号に対して複数の添付ファイルが添付する
ように定義されている。
【０１６３】
図１５の特徴点表示情報は特徴点管理番号毎の特徴点幾何形状タイプや座標情報を保有し
、特徴点の座標情報により、特徴点管理番号と関係性が記憶されていない特徴点記述対象
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データに対しても、特徴点をビジュアルに表示し、知識を流用するためのデータ構造が定
義されている。
【０１６４】
以上のように、図１５に示されたデータ構造により、ユーザによる端末機２００の知識流
用リクエストとして例えば、データ名称や特徴点管理番号に対して、知識記憶サーバ５で
は指定されたデータ名称や特徴点管理番号より、関係する特徴点記述対象データと特徴点
を特徴点記述対象データ構造での知識表示関係情報と特徴点の表示情報を用いて、知識記
憶サーバ５での特徴点記述対象データ座標変換手段７５により座標変換を行い、その結果
を端末機２００に表示する。
【０１６５】
この処理により、ユーザは知識が関係する特徴点記述対象データを検索するだけではなく
、知識のデータのみを流用し、前記特徴点記述対象データと異なる別な特徴点記述対象デ
ータに特徴点を表示させ、その特徴点と別な特徴点記述対象データとして知識を保管する
ことで、知識を別な特徴点記述対象データに関係づけて蓄積できる知識流用が可能 とな
る。このとき、流用する知識の編集機能により流用する知識を修正して蓄積する。また、
流用の対象となる特徴点や知識において参照特徴点や参照知識が指定されている、あるい
は流用の対象となる特徴点や知識が参照特徴点や参照知識として指定されている場合、そ
の参照関係を流用後の特徴点や知識に保存する。この流用後の特徴点や知識への参照関係
の保存は、ユーザの流用不要の指示により保存しないことを選択してもよい。
【０１６６】
例えば図１７はその流用方法を説明したものである。
まず、ユーザは端末機２００にて、製品名や部品名を選択し、流用元の表示場所である領
域７８５に３Ｄデータとその特徴点を表示させる。次に、表示された特徴点と知識を知識
領域７８０にて確認する。
【０１６７】
続いて、ユーザの端末機２００から知識を流用したい部品名の選択により、その指定され
た部品の知識を知識記憶サーバ５の知識検索手段７６により検索をおこない、その結果を
端末機２００に表示する。
【０１６８】
この時、知識の流用元の３ＤデータBと流用先の３ＤデータFの座標系が異なる場合には、
あらかじめ、知識記憶サーバ５に配置された特徴点記述対象データ座標変換手段７５にて
座標変換を行い、ネットワーク５００を介してユーザの端末機２００に送信される。
【０１６９】
具体的には、流用先の表示領域７８６に３ＤデータFと流用元の３ＤデータBに蓄積されて
いた特徴点管理番号１０００２００と特徴点６０００を表示する。この時、すでに３Ｄデ
ータFに特徴点や知識が蓄積されていた場合には、これらの特徴点の情報も併せて表示さ
れる。
【０１７０】
次に図１７にて流用決定７８７の押下げにより、端末機２００のプログラムにより仮の特
徴点管理番号である特徴点管理番号１０００２００と特徴点の座標情報はネットワーク５
００を介し、管理サーバ２に送信され、管理サーバ２はその情報を知識記憶サーバ５へ伝
達する。
【０１７１】
知識記憶サーバ５では、知識流用手段７７により、３ＤデータFの仮の特徴点管理番号１
０００２００を新しいユニークな番号に振り直しの処理を行う。この時、仮の特徴点管理
番号１０００２００は新しく振り直された特徴点管理番号に流用元特徴点管理番号として
記憶され、参照元の特徴点管理番号１０００２００には新たに振り直された３ＤデータF
の特徴点管理番号が流用先特徴点管理番号として記憶され、知識の流用関係を記録する。
また、新たに振り直された３ＤデータFの特徴点管理番号に流用元の３ＤデータBの特徴点
管理番号１０００２００に蓄積された知識をコピーする処理を行い、知識記憶サーバ５に
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蓄積を行う。
【０１７２】
このとき、流用元の特徴点６０００及び特徴点６０００に記述された知識の管理情報に記
録された参照情報である参照知識管理番号、被参照知識管理番号、参照特徴点管理番号、
被参照特徴点管理番号を流用先の特徴点及び知識の参照情報に付与する処理を行い、流用
元の特徴点と知識の参照関係を流用先の特徴点と知識の参照関係に保存する。
【０１７３】
また、図１６は検索画面例を示し、検索処理は、例えば、ユーザが端末機２００にて、知
識として蓄積された情報である特徴点区分や知識に記述された言葉の指定の検索要求命令
は、知識記憶データベースサーバ４のデータベースを検索する知識検索手段７６を実行さ
せる。実行結果は、管理サーバ２より、検索結果のリクエスト要求を発した端末機２００
にネットワーク５００とネットワーク７００を介して、端末機２００に図１６のように検
索された３Ｄデータは領域７８１に、その３Ｄデータに関する特徴点の一覧表を領域７８
０に表示する。
【０１７４】
知識からユーザの指定する言葉を検索する方法は例えば知識に記述された全文検索によっ
てでもよく、あるいは、知識を記述する図１２の知識入力フォーム５５７の項目名として
加工法やそのデータとしてプレス加工等、図２の端末機１００による知識分類管理にてマ
スターとして登録された図5を例とする知識分類に定義された言葉を持つ知識を検索する
知識検索手段７６が実行される。
【０１７５】
特徴点記述対象データに記述された特徴点の知識情報として図９に示すように特徴点とし
てのタイプを表す特徴点区分に線、角、R、面、隙間、段差、材質、色、表面塗装、焼入
れなどと定義される。この定義の方法は図１０を用いて説明済みである。
【０１７６】
尚、実施例では特徴点区分として特徴点の座標に最初の分類として特徴点区分を入力する
ことで、ジオメトリ（幾何形状）だけでなく自由な知識を登録でき、検索しやすくしてい
る。特徴点が何を示すものであるかを正確にさせることが重要で、これにより、知識管理
装置１０００では、特徴点に知識分類の言葉を登録できるようにしている。
【０１７７】
知識として添付ファイルに文書や表、グラフ、図、画像、動画や３Dデータのディレクト
リとファイル名が記録されている場合には、ユーザの端末機２００の指定により、指定さ
れたデータを知識記憶サーバ５から検索し、その結果を端末機２００に表示する。
【０１７８】
また図１６の表示結果をユーザが領域７８０から目視判断し、例えば表示したい行である
モデルAを指定する。その指定されたモデルAの部品名称を端末機２００はネットワークを
介して管理サーバ２へ伝達し、管理サーバ２は知識記憶サーバ５へ指定された部品名称を
保有する特徴点記述対象データを特徴点記述対象データ記憶サーバ３内の知識検索手段７
６により、指定され部品名とその部品名に関係して蓄積されている特徴点管理番号を抽出
する。また、その特徴点管理番号を保有する特徴点記述対象データを全て検索し、その結
果を管理サーバ２へ伝達する。
【０１７９】
管理サーバ２はこの検索結果を端末機２００へ送信し、関係する特徴点記述対象データを
特徴点と共に関係知識として領域７８２に表示する。
【０１８０】
このように、ユーザは端末機２００を用いて、必要な知識を知識管理装置１０００から検
索し、ビジュアルな特徴点記述対象データを表示させることができる。また、その表示結
果から表示された部品名や特徴点などを指定することにより、例えばその特徴点の知識に
添付として記録された別のデータや参照情報として指定された特徴点や知識を表示させる
ことができる。つまり、知識から見たことのないデータを見つけることができる。ユーザ
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は３Ｄデータを経由しながら、視覚的に理解を行い、ユーザが経験したことの無い知識を
知ることができる。
【０１８１】
図１８は知識管理装置１０００の情報開示登録の画面である。ユーザは端末機２００にて
、メニューより図１８を表示させる。図１８は特徴点２０００をユーザが記述した状態で
ある。ユーザは図１８の右にある情報開示登録エリア９００が表示されたことにより、特
徴点管理番号２０００に関する知識の情報を特定の社外の企業等に対し開示するか否かを
制限できる。
【０１８２】
一般的な開示制限方法では特徴点記述対象データのファイルが開示単位となり、社外が必
要とする以上の形状情報などが伝達される課題があった。知識管理システム１０００では
、ユーザが端末機２００により特徴点２０００についての開示可否を情報開示登録エリア
９００に示す例のように特徴点記述対象データのファイルよりも、更に詳細な特徴点単位
の情報開示を管理することができる。
【０１８３】
例えば、ユーザが特徴点２０００について、図１８では社外コード１０００００に開示が
できると登録し、開示する開示データの範囲は特徴点２０００を中心とする半径100ｍｍ
の球で、特徴点１０００００に記録された知識は知識開示無へチェックを入力により知識
は開示させない制限を知識記憶サーバ５の開示制御手段７８は実行する。
【０１８４】
このように情報開示登録の情報は、端末機２００からネットワーク５００を介して、管理
サーバ２へ送信され、管理サーバ２から知識記憶サーバ５に対して、開示制御手段７８の
実行を命令する。この開示制御手段７８では特徴点記述対象データ記憶サーバ３の特徴点
２０００を保有する特徴点記述対象データを検索し、その特徴点の座標を中心とする半径
１００ｍｍの球面にて該当の特徴点記述対象データの幾何形状を切断する。この切断され
た幾何形状を管理サーバ２に送信する。管理サーバ２はネットワーク５００を介して、ユ
ーザの端末機２００へ切断された部分の３Ｄデータのみを表示させる。ユーザはその表示
結果を確認して、社外コード１０００００の企業に情報を送信することができる。
【０１８５】
この時、図１８にて開示情報範囲の制限に知識開示無にチェックが入っていっているため
、特徴点２０００に記録された知識の情報は送信されないように開示制御手段７８が作用
し、ユーザが端末機２００にて指定した情報開示登録の指定内容に一致した情報のみを管
理サーバ２へ伝達する。
【産業上の利用可能性】
【０１８６】
本発明は重工業、プラント、造船、車両、電気、電子製品等を製造する製造業、医療にお
ける患者カルテ情報の蓄積、映画、漫画、アニメーション、ゲーム、広告宣伝や教育に利
用可能である。
【符号の説明】
【０１８７】
１　特徴点記述対象データ取込管理サーバ
２　管理サーバ
３　特徴点記述対象データ記憶サーバ
４　知識記憶データベースサーバ
５　知識記憶サーバ
６　アクセス制御サーバ
３３　特徴点の引き出し線
５１　特徴点記述対象データ格納部
５２　知識格納部
５３　言葉格納部
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５４　特徴点記述対象データ取込格納部
７２　知識分類管理手段
７３　知識記述手段
７５　特徴点記述対象データ座標変換手段
７６　知識検索手段
７７　知識流用手段
７８　開示制御手段
７９　特徴点記述対象データ座標決定手段
８０　特徴点記述対象データフォーマット変換手段
１００　端末機
２００　端末機
３００　記憶装置
５００　ネットワーク
７００　社内LAN
８００　知識入力フォーム
１０００　知識管理装置
５０００　特徴点
６０００　特徴点

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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